
業務調査表２－１

業務名称 業務名称

発注者 発注者

うち自社実
施金額(B)

うち再委
託予定金
額(C)

積算額(D)
うち自社
実施金額

(F)

うち再委
託実績金
額(G)

積算額(H)

直接原価 直接人件費 家屋調査積算 1,370,800 1,370,800 一次内訳書－１ 直接原価 直接人件費 家屋調査積算 2,124,400 2,124,400 一次内訳書－１

事前打合せ 63,200 63,200 事前打合せ 63,200 63,200

直接経費 印刷製本費 90,000 90,000 直接経費 印刷製本費 124,400 124,400

旅費交通費 10,000 10,000 旅費交通費 15,000 15,000

その他原価 間接原価 772,000 772,000 その他原価 間接原価 1,170,000 1,170,000

その他 その他

一般管理費等 一般管理費等 1,238,000 1,238,000 一般管理費等 一般管理費等 1,873,000 1,873,000 諸経費に係る内
訳書

3,544,000 3,544,000 5,370,000 5,370,000

【記載要領】入札価格の内訳書（業務調査表２－１、２－２）

(6)諸経費にあっては専門業に外注する場合に必要となる間接的な経費、業務実績の登録等に要する費用、役員報酬、従業員給与手当、退職金、法定福利費、福利厚生費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、広告宣伝費、交際費、寄付金、地代家賃、減価
償却費、租税公課、保険料、法人税、地方税、株主配当金、内部留保金、支払利息及び割引料及び支払保証料などを、それぞれ適切に計上すること。

入札価格の内訳書
（補償関係コンサルタント業務の場合の標準記載例）

入札時 業務完了時（実績）

令和元年度　防災・安全交付金（道路）事業に伴う物件調査等業務 令和元年度　防災・安全交付金（道路）事業に伴う物件調査等業務

備考項目 工種 種別 細別
業務実施金
額(A=B+C) 備考 項目 工種 種別 細別

業務実施
金額

(E=F+G)

再委託実績金額
の比率○○％

合計 再委託予定金額
の比率○○％

合計

(2)発注者積算額欄には、何も記載しないこと。
(3)内訳書には、再委託を予定している全ての項目に係る金額及び自社で実施する予定の金額との区分を明らかにすること。
(4)計上する費用については、計数的根拠のある合理的なもので、かつ、現実的なものであること。
(5)業務の実施に必要な費用との対応関係が不明確な「値引き」、「調整額」、「割引」等の名目による金額計上は行わないこと。

【各様式共通】
(1)調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して２日以内及び業務完了後（完了届提出時）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。

(2)提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう指示をした場合は、この限りでない。

(3)各様式に記載した内容を証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、調査対象者又は受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）

(4)調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データにより協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

(1)入札時参考図書（金抜き設計書）等に対応する内訳書とする。また、各項目、工種、種別、細別等の区分別の費用内訳が分かるものとすること。



業務調査表２－２

発注者 発注者

積算額 積算額

直接原価 現地調査 式 1 63,200 直接原価 現地調査 式 1 63,200
打合せ協議 式 1 190,000 打合せ協議 式 1 190,000
作業計画書の作成 業務 1 34,700 作業計画書の作成 業務 1 34,700
木造建物Ａ　調査 棟 1 107,100 木造建物Ａ　調査 棟 2 214,200
木造建物Ａ　積算 棟 1 35,700 木造建物Ａ　積算 棟 3 107,100
木造建物Ｃ　調査 棟 2 85,000 木造建物Ｃ　調査 棟 1 42,500
木造建物Ｃ　積算 棟 2 36,000 木造建物Ｃ　積算 棟 1 18,000

非木造Ｂイ　調査 棟 1 225,000
非木造Ｂイ　積算 棟 1 56,500

非木造Ｂハ　調査 棟 1 150,000 非木造Ｂハ　調査 棟 3 450,000
非木造Ｂハ　積算 棟 1 37,800 非木造Ｂハ　積算 棟 3 113,400
付帯工作物Ａ　調査 戸 3 137,700 付帯工作物Ａ　調査 戸 1 45,900
付帯工作物Ａ　積算 戸 3 60,900 付帯工作物Ａ　積算 戸 1 20,300
付帯工作物Ｃ　調査 戸 1 113,800 付帯工作物Ｃ　調査 戸 2 227,600
付帯工作物Ｃ　積算 戸 1 39,200 付帯工作物Ｃ　積算 戸 2 78,400
動産調査　一般住家 戸 1 18,500 動産調査　一般住家 戸 2 37,000
動産積算　一般住家 戸 1 8,300 動産積算　一般住家 戸 2 16,600
動産調査　倉庫 事業所 2 20,800 動産調査　倉庫 事業所 4 41,600
動産積算　倉庫 事業所 2 7,800 動産積算　倉庫 事業所 4 15,600
動産調査　倉庫 事業所 1 13,300 動産調査　倉庫 事業所 1 13,300
動産積算　倉庫 事業所 1 5,200 動産積算　倉庫 事業所 1 5,200
移転雑費　算定 世帯 4 75,600 移転雑費　算定 世帯 4 75,600
居住者調査　調査 世帯 2 11,200 居住者調査　調査 世帯 2 11,200
仮住居又は借家人 世帯 4 25,600 仮住居又は借家人 世帯 1 6,400
建物等の残地移転要件の該 権利者 2 156,600 建物等の残地移転要件の該 権利者 1 78,300

1,434,000 2,187,600

項目 種別 細別 業務実施金額 備考 項目 種別 細別 業務実施金額 備考

一般管理 一般管理費等 一般管理費 1,238,000 一般管理 一般管理費等 一般管理費 1,873,000
付加利益 付加利益

1,238,000 1,873,000

【記載要領】入札価格の内訳書（業務調査表２－１、２－２）

(6)諸経費にあっては専門業に外注する場合に必要となる間接的な経費、業務実績の登録等に要する費用、役員報酬、従業員給与手当、退職金、法定福利費、福利厚生費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、広告宣伝
費、交際費、寄付金、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、法人税、地方税、株主配当金、内部留保金、支払利息及び割引料及び支払保証料などを、それぞれ適切に計上すること。

入札価格の内訳書の明細書
（補償関係コンサルタント業務の場合の標準記載例）

（一次内訳書の様式）

入札時 業務完了時（実績）

一次内訳書―１ 一次内訳書―１

項目 名称・規格 単位 数量
業務

実施金額
備考 備考

小計 小計

項目 名称・規格 単位 数量
業務

実施金額

（諸経費に係る内訳書の様式） （諸経費に係る内訳書の様式）

入札時 業務完了時（実績）

諸経費の内訳 諸経費の内訳

工種 工種

(3)各様式に記載した内容を証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、調査対象者又は受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するも
のとする。）

小計 小計
【各様式共通】
(1)調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して２日以内及び業務完了後（完了届提出時）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提
出しなければならない。

(2)提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう指示をした場合は、この限りでない。

(4)計上する費用については、計数的根拠のある合理的なもので、かつ、現実的なものであること。
(5)業務の実施に必要な費用との対応関係が不明確な「値引き」、「調整額」、「割引」等の名目による金額計上は行わないこと。

(4)調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データにより協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

(1)入札時参考図書（金抜き設計書等）に対応する内訳書とする。また、各項目、工種、種別、細別等の区分別の費用内訳が分かるものとすること。
(2)発注者積算額欄には、何も記載しないこと。
(3)内訳書には、再委託を予定している全ての項目に係る金額及び自社で実施する予定の金額との区分を明らかにすること。



業務調査表３－１

【記載要領】当該契約の履行体制（業務調査表３－１、３－２）

(2)業務に係る実施体制において、「技術者の区分」は契約対象業務の業種区分に応じて適宜設定すること。

(3)配置を予定する技術者のうち、現場作業における技術上の責任者として現場責任者を定め備考欄に現場責任者と明記すること。

（添付資料）記載したすべての再委託予定会社について、「見積依頼書（業務条件、支払条件等明確なもの）」及び「見積書（技術者単価・人役、資材単価・数量の確認が可能なもの）」の写しを添
付すること。

【各様式共通】

(1)調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して２日以内及び業務完了後（完了届提出時）までに記載要領に従って作成した各様式
及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
(2)提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう指示をした場合は、この限りでな
い。
(3)各様式に記載した内容を証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、調査対象者又は受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類である旨を各
資料の右上部に明記するものとする。）

(4)調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データにより協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

（１）履行のための体制図（全体像）

当該契約の履行体制

（１）履行のための体制図（全体像）

(1)体制図は、自社実施予定の全ての項目と再委託を予定している全ての項目について、自社予定はその体制を、再委託予定は再委託の相手先ごとに、相手方名及び再委託を行う業務の内容、再委託
の予定金額及び再委託を行う理由を記載すること。

照査技術者

業務完了時（実績）の履行体制

主任技術者

打合せ協議
業務分担指示
成果品精査

成果品の照査

現場代理人

現場調査

積算業務

担当技術者

現場調査

積算業務

担当者

現場調査

積算業務

担当者

現場調査

積算業務

担当者

現場調査

積算業務

再委託の相手方①

・ 再委託に係る業務の内容、再委託の予定金額、

再委託を行う理由

再委託の相手方②

・ 再委託に係る業務の内容、再委託の予定金額、

再委託を行う理由

主任技術者

打合せ協議
業務分担指示
成果品精査

照査技術者

成果品の照査

現場代理人

現場調査

積算業務

担当技術者

現場調査

積算業務

担当者

現場調査

積算業務

担当者

現場調査

積算業務

担当者

現場調査

積算業務



業務調査表３－２

技術者 技術者

の区分 の区分

第三者照査 第三者照査

技術者 技術者

【記載要領】当該契約の履行体制（業務調査表３－１、３－２）

小野 敏幸 成果品の第3者照査

(1)体制図は、自社実施予定の全ての項目と再委託を予定している全ての項目について、自社予定はその体制を、再委託予定は再委託の相手先ごとに、相手方名及び再委託を行う業務の内容、再委託の
予定金額及び再委託を行う理由を記載すること。
(2)業務に係る実施体制において、「技術者の区分」は契約対象業務の業種区分に応じて適宜設定すること。

小野 敏幸

(3)配置を予定する技術者のうち、現場作業における技術上の責任者として現場責任者を定め備考欄に現場責任者と明記すること。

（添付資料）記載したすべての再委託予定会社について、「見積依頼書（業務条件、支払条件等明確なもの）」及び「見積書（技術者単価・人役、資材単価・数量の確認が可能なもの）」の写しを添付
すること。

【各様式共通】

(1)調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して２日以内及び業務完了後（完了届提出時）までに記載要領に従って作成した各様式及
び各様式の添付書類を提出しなければならない。
(2)提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう指示をした場合は、この限りでない。

(3)各様式に記載した内容を証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、調査対象者又は受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類である旨を各資
料の右上部に明記するものとする。）

(4)調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データにより協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

西田　勲 測量調査部長 現場調査・積算

照査技術者 永井  泉 常務取締役 打合せ協議・成果品照査

担当技術者

担当技術者 小山　修 補償課　課長 現場調査・積算

現場代理人 小宮山均則 補償課　主任 現場調査・積算

主任技術者 羽鳥　久 補償課　係長 打合せ協議・業務の統括 現場責任者

氏名 役職・部署 担当した役割 備考

業務完了時（実績）

照査技術者 永井  泉 常務取締役 打合せ協議・成果品照査

現場代理人 小宮山均則 補償課　主任 現場調査・積算

現場責任者

（２）業務に係る実施体制

氏名 役職・部署 担当する役割 備考

入札時

成果品の第3者照査

担当技術者

主任技術者 羽鳥　久 補償課　係長 打合せ協議・業務の統括

担当技術者 小山　修 補償課　課長 現場調査・積算

西田　勲 測量調査部長 現場調査・積算



業務調査表５

免許番号 免許番号

交付番号 交付番号

主任技術者 羽鳥　久
補償業務管理士
（物件部門）

平成23年10月1日 Ⅲ-3-第977号
専任

現場責任者
主任技術者 羽鳥　久

補償業務管理士
（物件部門）

平成23年10月1日 Ⅲ-3-第977号
専任

現場責任者

現場代理人 小宮山均則
補償業務管理士
（物件部門）

平成3年11月15日 Ｆ-3-第977号 現場代理人 小宮山均則
補償業務管理士
（物件部門）

平成3年11月15日 Ｆ-3-第977号

担当技術者 小山　修
補償業務管理士
（物件部門）

平成15年10月1日 Ⅰ-3-第341号 担当技術者 小山　修
補償業務管理士
（物件部門）

平成15年10月1日 Ⅰ-3-第341号

担当技術者 西田　勲
補償業務管理士
（物件部門）

平成10年9月16日 Ⅰ-3-第238号 担当技術者 西田　勲
補償業務管理士
（物件部門）

平成10年9月16日 Ⅰ-3-第238号

照査技術者 永井　泉
補償業務管理士
（物件部門）

平成  5年  9月 Ⅰ-3-第51号 照査技術者 永井　泉
補償業務管理士
（物件部門）

平成  5年  9月 Ⅰ-3-第51号

【記載要領】配置予定技術者名簿（業務調査表５）

（添付資料）

・建築関係の建設コンサルタント業務についての協力会社の技術者を配置する予定である場合は、当該技術者が当該協力会社の社員であり、契約対象業務の公告日後に入社した者でないことを証明する健康保険証等の写しを添付すること。

技術者の区分 氏　名 資　格 取得年月日 備考技術者の区分

・本様式に記載した技術者が自社で雇用した社員が分かる資料を添付すること。
・記載した資格を証明する書面の写しを添付すること。

【各様式共通】

氏　名 資　格 取得年月日 備考

配置予定技術者名簿

入札時 業務完了時（実績）

(1)調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して２日以内及び業務完了後（完了届提出時）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならな
い。

(2)提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう指示をした場合は、この限りでない。
(3)各様式に記載した内容を証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、調査対象者又は受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）
(4)調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データにより協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

(1)配置を予定する全ての技術者について記載すること。なお、入札参加資格として必要な資格についても記載すること。
(2)「技術者の区分」は、契約対象業務の業種区分に応じて適宜設定すること。
(3)配置を予定する技術者のうち、現場作業における技術上の責任者として現場責任者を定め備考欄に現場責任者と明記すること。
(4)専任の配置技術者は備考欄に「専任」と記載すること。



業務調査表１１（黒字・赤字ともに記入、完了届提出時に提出）　赤字の理由（赤字の場合）　

最終実績額（E）（業務委託費計）←調査表２－１ 5,370,000 円
最終契約額（H）（業務委託費計）←調査表２－１  円
落札率←調査表２－１（Ａ／Ｄ） 89.94%
最終実績率（E/H）←調査表２－１ %
合計額が、　E/H＞１．０　（赤字）の場合記入する

赤字の理由 　該当なし

【記載要領】赤字の理由（業務調査表１１）

(1)当該業務で赤字となった理由を、人件費、手持ち業務の状況、履行体制の状況、配置技術者の状況等の面から記載する。
(2)直接人件費、諸経費等の各費目別に、自社が入札した価格で履行可能な理由を具体的に記載するとともに、各理由ごとに、その根拠となるべき以下の様式の番号を付
記する（以下の様式によっては自社が入札した価格で履行可能な理由が計数的に証明されない場合は、本様式又は添付書類において計数的説明を行うものとする。）

【各様式共通】

(1)調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して２日以内及び業務完了後（完了届提出時）までに記載
要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
(2)提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう指示を
した場合は、この限りでない。

(3)各様式に記載した内容を証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、調査対象者又は受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、
任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）

(4)調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データにより協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。


